
令和元年度行政評価実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、行政評価の実施に関する要綱（以下「要綱」という。）に基づき、令和

元年度行政評価の実施に関し必要な事項を定める。 

 

２ 評価の対象 

評価の対象は、平成３１年度（令和元年度）当初予算に計上された事業のうち、別

に総合政策部が指定する事務事業等とする。ただし、次に掲げる事務事業（経費）

を除く。 

また、公共施設については、総務部が指定するものとする。 

・警察本部、県議会事務局、公営企業に関する予算 

・公共事業、県単独公共事業 

・その他の投資的経費のうち、施設、庁舎等の整備事業やこれに類する事業 

・人件費、扶助費、公債費、交付金などの義務的経費 

・繰出金、積立金 

・経常経費 

・国庫委託事業、受託事業 

・試験研究機関で行う研究事業 

・施設、庁舎等の維持管理経費 

・臨時的事業 

  

（行政評価の対象のイメージ） 

ただし、次に掲げるものは行政評価の対象から除く。

　 ・警察本部、県議会事務局、公営企業に関する予算

・国庫委託事業、受託事業

・試験研究機関で行う研究事業

・施設、庁舎等の維持管理経費

・臨時的事業

※・・・法律、条例で支給が規定されているもの
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３ 評価の内容 

(1) 内部評価 

① 事務事業の選定 

  「２ 評価の対象」で指定する事務事業の中から、議会で指摘を受ける等、課

題がある事業などを各部局が自主的に選定する。 

 

② 評価の実施 

①で選定した事務事業について、担当課室が評価調書を作成し、各部局にお 

いて、内部評価を実施する。 

(2) 外部評価 

① 事務事業等の選定 

総合政策部及び総務部が対象分野を特定し、山梨県行政評価アドバイザー会

議（以下、「アドバイザー会議」という。）が選定する。 

② 対象分野 

令和元年度の対象分野は、「県単独事業のうち予算額５００万円以上の事業」

及び「県単独事業のうち予算額１００万円以上で事業創設から１０年以上経過

した事業」とする。このほか、公共施設のうち、「全ての指定管理施設及び直

営施設」とする。 

③ 評価の実施 

担当課室による第１次評価後、アドバイザー会議による評価を実施する。 

なお、アドバイザー会議による評価は公開する。 

アドバイザー会議による意見等を踏まえながら、各部局において、第２次評

価を実施する。 

 

４ 評価の時点 

評価は、原則として平成３１年３月末現在の実施状況等を基に行う。 

なお、第１次評価に当たっては、必要に応じ、令和元年度上半期の実績等を勘案 

する。 

 

５ 評価の単位 

評価は、それぞれの事業の目的や成果を十分に検証できるよう、原則として細事業 

単位で行う。ただし、公共施設については、施設単位で行うものとする。 

 

６ 評価の調書及びスケジュール 

具体的な評価調書の作成や評価スケジュールは、次のとおりとする。 

(1) 評価調書の作成 

       評価調書は、別添の様式１－１（内部評価用）、様式１－２（外部評価用） 

（以下「自主点検シート」という。）及び様式２（以下「附属資料」という。）  

とし、担当課室が作成する。なお、評価調書の作成手順は、次のとおりとする。 

① 評価する事務事業等ごとに自主点検シートを作成する。 

② 外部評価に係る事務事業については、①に加えて附属資料を作成する。 

 (2) 評価スケジュール 

概ね次のスケジュールによるものとし、細部の日程等については、別途通知する。 



 

 

① 自主点検シートの作成 

担当課室は、「(1) 評価調書の作成」により、自主点検シートを作成する。 

② 総合政策部及び総務部による打合せ 

総合政策部及び総務部は、担当課室による評価調書作成後、外部評価に係る事

務事業等について必要な支援を行う。 

③ 第１次評価 

各部局長は、担当課室が作成する評価調書に基づき第１次評価を行い、総合政

策部長及び総務部長へ提出する。 

内部評価に係る事務事業については、総合政策部長は、必要に応じて調整を行 

い、行政改革推進本部へ報告する。 

④ アドバイザー会議による評価 

外部評価に係る事務事業等については、第１次評価後、アドバイザー会議によ 

る評価を行う。 

⑤ 第２次評価 

各部局長は、アドバイザー会議の意見等を踏まえ、第２次評価を行い、総合政

策部長及び総務部長へ提出する。 

総合政策部長及び総務部長は、必要に応じて調整を行い、行政改革推進本部へ

報告する。 

⑥ 予算編成 

 各部局は、評価結果を踏まえ、令和２年度当初予算見積書を作成する。 

⑦ 評価結果の公表 

評価の結果及び予算編成の結果について、県ホームページに掲載するととも 

に、県民情報センターへ備え付け、公表する。  

 

 



７ 予算編成との連携 

  評価結果に基づいて事務事業等の積極的な見直しを進め、令和２年度予算に反映 

する。 

     

８ 実施に係る細目 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は総合政策部長及び総務部長が別に定め

る。 

 

 附 則 

この要領は、令和元年５月２８日から施行する。 

 


